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近世・近代の埋蔵文化財保護について 

 

令和６年２月 28 日 令和６年度文化財保護行政担当者研修会（行政研修Ⅱ）報告 

講師：文化庁文化財第二課埋蔵文化財部門桑波田武氏 

 

・東京都高輪築堤跡の調査保存 

 高輪築堤とは明治５年に我が国初の鉄道が新橋・横浜間に開業した際、高輪海岸沿いの

海上に鉄道を走らせるため敷設された鉄道敷の遺構である。 

 平成 31 年４月に品川駅改良工事に際し一部石垣が発見、その後の試掘調査等で堤が良好

に残されていることが確認される。令和３年４月に一部現状保存、その他は記録保存措置

（発掘調査）が決定される。 

令和３年８月、近世・近代の埋蔵文化財の課題を踏まえた対応について文部科学大臣か

ら文化審議会へ審議が要請される。 

 

・平成 10 年通知 

 これまでは平成 10 年 9 月 29 日付文化庁次長通知「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑

化等について」にて埋蔵文化財として取扱う範囲が運用されていた 

〇埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則 

１おおむね中世までに属する遺跡は、原則として対象。 

２近世に属する遺跡については、地域において必要なものを対象とすることができる。 

３近現代の遺跡については、地域において特に重要なものを対象とすることができる。 

→各都道府県が基準を定めたが、実態は著しい差があり、平成 10 年通知に代わる考え方を

具体的に示すことが必要 
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・神奈川県の基準 

 神奈川県は小田原等で近世、横浜横須賀等で近代遺産が多いことから全国的にみても近

世近代の基準が設けられ運用されていた。 

〇神奈川県内における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱基準（平成 11 年 3 月 31 日） 

 埋蔵文化財として扱うべき遺跡の範囲 

 この基準において、埋蔵文化財として扱うべき遺跡の範囲は、次の各号に示すものとす

る。 

 ① 原則として中世までに属する遺跡 

 ② 近世に属する遺跡で、地域において必要なもの 

 ③ 近現代に属する遺跡で、地域において特に重要なもの 

 なお、この基準において、近世の開始は後北条氏が滅亡した西暦1590 年とする。ただ

し、実際の発掘調査においては、便宜的に宝永火山灰を指標として、その降下（西暦1707 

年）以後を近世として扱う。 

また、近現代は、ペリーの来航（西暦1853 年）以後とする。 

 

・近世・近代の埋蔵文化財保護について（報告） 令和6年8月16日 

令和４年７月２２日に文化審議会文化財分科会により公表された「これからの埋蔵文化

財保護の在り方について（第一次報告書）」において、指定相当の埋蔵文化財保護に係る課

題のひとつとして「近世・近代の遺跡の把握に係る課題」が挙げられたことを受けて作成

したもの。 

→今後はこの報告をもとに各都道府県が基準を設ける 
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近世・近代の埋蔵文化財包蔵地の取扱いに関する基準作成に係る考え方（例示） 

  

（１） 対象とする年代  

【近世】幕藩体制の成立から幕末、明治維新  

【近代】幕末・開国頃から第二次世界大戦終結頃まで 

  

（２） 埋蔵文化財包蔵地として扱う対象の考え方  

遺跡の全体又は一部が埋蔵された状態にあるもの 

  

（３） 埋蔵文化財包蔵地として扱う対象の区分  

【近世】・現在の町や地域の成り立ちに係る遺跡  

・地域における社会・経済の特性を考える上で重要な遺跡  

・我が国の社会・経済・政治に係る遺跡又は歴史的事件に係る遺跡  

【近代】・我が国の近代化及び近代史を象徴する遺跡  

・地域の近代化及び近世史を象徴する遺跡  

・墓所、神社、寺院等、前時代から継承されてきた遺跡のうち、その来歴が我が国の歴史 

又は地域史において重要な意味を持つ遺跡  

 

（４） 周知の埋蔵文化財包蔵地として扱う対象の選択  

【遺跡区分のうち全てを周知化するもの】  

・地域の近世・近代史を象徴する遺跡であり、その全部を対象とすることにより地域社会及び経済

活動等の復元や、地域固有の技術やその継承や発展を明らかにすることができる遺跡  

・他地域における類例が乏しい地域特有の遺跡  

・類例が乏しく希少な遺跡  

【遺跡区分のうち一部を周知化するもの】  

・同種の遺跡が複数ある遺跡  

・現存する施設や史料等から機能時の遺跡の内容が相当程度、判明する遺跡  

 

（５） 周知の埋蔵文化財包蔵地として扱う対象の決定  

・有識者等の意見を踏まえて、近世・近代の周知の埋蔵文化財包蔵地を決定  

・周知化に際して同一の都道府県内において著しい違いが生じないよう都道府県が取扱い基準を示

し、市町村へ助言 

  

（６） 周知の埋蔵文化財包蔵地以外の取扱い  

周知化するとした遺跡と同等の内容を持つ遺跡が発見された場合やそれを構成する象徴的な遺構が

検出された場合等を発掘調査の対象とする など  

 

（７）その他  

地域や土地所有者等への説明、資料の整備と公開等、基準の見直しなど、その他事項に関しする

取決めについて示す。 
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・周知の埋蔵文化財包蔵地 

文化財の保護措置としては、指定や登録があるが、埋蔵文化財については指定、登録以

外に埋蔵文化財包蔵地の周知化をし、届出をすることで都道府県が指示を出し、記録保存

という方法も実施されている。 

 

寒川町内の埋蔵文化財包蔵地数は 79 か所 

埋蔵文化財包蔵地がいつ整備されたかは不明だが、昭和 58 年から 3 年にわたり町内全域

を踏査し昭和 62 年に『神奈川県寒川町埋蔵文化財包蔵地地名票』「寒川町埋蔵文化財分布地

図」を刊行したものが現在の包蔵地の原型である。その後試掘発掘調査で変更増補していき

現在のものとなった。近世の時代区分が記載されている遺跡は 11 個所、近代は無い。 

現在は試掘・発掘等で遺跡が確認されて周知の埋蔵文化財包蔵地とされるので、まったく

新たな場所で周知の埋蔵文化財となるのは難しい。 

 

→近世近代についても同様であり、今後新たに周知の埋蔵文化財とするのは難しいのが現状。

ただし既存の包蔵地内で近世・近代の遺構が確認され、町にとって「必要」、「特に重要」な

遺跡であれば近世・近代遺跡として周知すべきであろう。 
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寒川町近世・近代の周知の埋蔵文化財包蔵地（寒川町埋蔵文化財包蔵地数７９カ所）

№ 遺跡名 時代 内容 時代 内容

8 大（応）神塚 （近世） 溝状遺構・配石

14 宮山遺跡 近世 土坑・溝（中・近世）

27 宮山中里遺跡 近世 溝・土坑・畝　

29 近世 溝状遺構

33 小動鵜毛遺跡 （近世） 溝状遺構

41 寒川神社遺跡 近世 井戸跡・建物跡

42 越の山横穴墓群 近世 段切り状遺構（中・近世） （近代） 防空壕

43 宮山台畑遺跡 近世 溝・土坑・畝

49 丸山遺跡 近世 陶磁器

52 塔の塚 （近代） 軍陣地跡

68 岡田西河内遺跡 （近世） 井戸・掘・道状遺構

69 岡田南河内遺跡 近世 獣骨・陶磁器・木製品・古銭（中・近世）

70 倉見川登遺跡 近世 ピット・旧堤防

75 倉見川端遺跡 近世 溝・土坑・畝・旧堤防

76 大曲五反田遺跡 近世 旧河道

計 11（3） 0（2）

その他

・旧堤防

・近世街道（大山・中原・八王子）

・参道（寒川神社・一之宮八幡）

・相模海軍工廠跡
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